
 

 

 

 

 

 

 

 

健康経営優良法人 2019（中小規模法人部門）に認定 

 

阪神国際港湾株式会社は、平成 31年 2月 21日、経済産業省、日本健康会議が共同で選定する「健康経

営優良法人 2019（中小規模法人部門）」に認定されました。 

「健康経営優良法人」とは、地域の健康課題に即した取組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組

みをもとに、特に優良な健康経営を実施している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。 

当社では、社員の健康を重要な健康課題と捉え、社員の能力を最大限に発揮できる環境づくりに取り組

んでいます。今後も、社員一人ひとりの健康保持・増進、ワークライフバランスの実現を推進して参りま

す。 

 

◆経済産業省ウェブサイト「健康経営優良法人認定制度」 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html 
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